
第第第第４４４４章章章章／／／／財務書類の分析財務書類の分析財務書類の分析財務書類の分析    ～普通会計ベース～～普通会計ベース～～普通会計ベース～～普通会計ベース～    
    
１.社会資本形成の世代間負担比率 

    

社会資本整備の結果を示す公共資産が､どのような世代で形成されてきたのかを示すも

のです。 

公共資産のうち､純資産（国県支出金や税金などの一般財源等といったこれまでの世代

の負担により形成された社会資本）による整備の割合を見ることにより､これまでの世代の負

担割合を見ることができます。 

また､地方債（将来の世代にも負担を求めながら形成された社会資本）による整備の割合

を見ることにより､将来世代の負担割合を見ることができます。 

   計算式は､次のとおりです。 

  

＊ 社会資本形成の世代間負担比率の計算式 

                   （これまで世代の負担率） 

                                （これから世代の負担率） 

            

公共資産に占める純資産合計の割合が高いほど､将来世代の負担が少なく､逆に地方債

残高の割合が高ければ高いほど､将来世代の負担が大きいと言えます。 

   将来世代への負担を考えた場合､純資産の割合が高いほうが､財政的には安全性が高 

いと言えます。しかし､道路や施設などの公共施設は､将来にわたって市民に利用されるも 

のであることから､世代間の負担の公平という観点からは､純資産の割合が高いほうが良いと 

は言いきれません。 

   自治体では一般に､社会資本形成の過去及び現世代負担比率が 50～90％の間､社会 

資本形成の将来世代負担比率は 15～40％の間が標準と言われています。 

 
                                               （単位：千円）    

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度    

公共資産合計                  Ａ 94,652,591 95,153,833 

純資産合計                   Ｂ 77,570,641 77,136,258 

地方債残高                   C 19,819,724 20,096,395 

社会資本形成の過去及び現世代負担比率 B/A 82.0％ 81.1％ 

社会資本形成の将来世代負担比率      C/A 20.9％ 21.1％ 

＊ 「公共資産」 ・ 「純資産合計」 ・ 「地方債残高」は貸借対照表の数値 

 

純資産合計 
×100 ＝ 社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％） 

公共資産合計 

地方債残高 

公共資産合計 

×100 ＝ 社会資本形成の将来世代負担比率（％） 

41



２.歳入額対資産比率 
 

歳入総額に対する資産の比率を算定することにより､形成された資産には何年分の歳入

が充当されたかを見ることができます。 

   計算式は､次のとおりです。 

    

＊ 予算額対資産比率の計算式 

 

 

 

この比率により､これまで資本的支出に重点を置いていたのか､費用的支出に重点を置い

てきたのかが分かります。 

   また､この比率は年数が多いほど､社会資本の整備が進んでいると考えられますが､反面､

維持管理費が多く発生し財政的な負担を強いるものと考えられます。 

   歳人額対資産比率の平均的な値は 3～7 年の間と言われています。 
 

                                                           （単位：千円）    

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度    

歳入総額                Ａ 15,289,072 15,529,746 

資産合計                Ｂ 100,176,643 100,394,192 

予算額対資産比率        B/A 6.55 年 6.46 年 

                        ＊ 「歳入総額」は資金収支計算書の各部の収入総額に期首歳計現金残高を加 

          算､ 「資産合計」は貸借対照表の数値 

    

    

３.資産老朽化比率 
 

有形固定資産のうち､土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合

を計算することにより､耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているのかを

全体として把握することができます。 

   資産老朽化比率の平均的な値は 35～50％程度と言われています。 

   計算式は､次のとおりです。 

  

＊ 資産老朽化比率の計算式 

 

 

 

     

資 産 合 計 

歳 入 合 計 

 

×100 ＝ 予算額対資産比率（年） 

減価償却累計額 

有形固定資産合計 － 土地 ＋ 減価償却累計額 
×100 ＝ 資産老朽化比率（％） 
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                                                        （単位：千円）    

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度    

減価償却累計額          Ａ 47,796,045 45,342,788 

有形固定資産合計        Ｂ 94,304,478 94,800,999 

土地                  Ｃ 42,801,166 42,797,420 

資産老朽化比率   A/(B-C+A) 48.1％ 46.6％ 

＊ 貸借対照表（有形固定資産明細表）の数値    

    

    

４.受益者負担比率 
 

自治体のコストのうち､サービスの受益者が直接的に負担する割合をいい､受益者負担比

率の平均的な値は 2～8％の間と言われています。 

比率が著しく平均値と乖離する場合には､原因を詳細に検討する必要があります。 

計算式は､次のとおりです。 

 

＊ 受益者負担比率の計算式 

 

  

（単位：千円）    

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度    

経常収益              Ａ 393,898 395,475 

経常行政コスト           Ｂ 12,388,932 12,429,015 

受益者負担比率        A/B 3.18％ 3.18％ 

＊ 「経常収益」 ・ ｢経常行政コスト｣は行政コスト計算書の数値 

 

 

５.行政コスト対公共資産比率 
 

行政コストの公共資産に対する比率を見ることで､公共資産がどれだけ効率的に運用さ 

れているかなどを分析することができます。 

   行政目的ごとの比率はかなりバラつきがあるものの､全体での平均的な値は 10～30％程

度と言われています。 

   計算式は､次のとおりです。 

    

 

経 常 収 益 

経常行政コスト 

×100 ＝ 受益者負担比率（％） 
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＊ 行政コスト対公共資産比率の計算式 

 

 

 

（単位：千円） 

＊ 「経常行政コスト」は行政コスト計算書、｢公共資産｣は貸借対照表の数値 

 

 

６．行政コスト対税収等比率 
 

純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることにより､純経常行政コストに対し、

どれだけが当年度の負担で賄われたかがわかります。 

   比率が 100％を下回った場合は､翌年度以降へ引き継ぐ資産が蓄積されたか､あるいは 

翌年度以降へ引き継ぐ負担が軽減されたことを表しており､逆に 100％を上回っている場合

は､過去から蓄積した資産が取り崩されたか､あるいは翌年度へ引き継ぐ負担が増加したこ

とを表しています。 

行政コスト対税収等比率の平均的な値は 90～110％程度と言われています。 

計算式は､次のとおりです。 

 

＊ 行政コスト対税収等比率の計算式 
 

 

 

（単位：千円） 

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度    

純経常行政コスト               Ａ 11,995,034 12,033,540 

一般財源                    Ｂ 9,374,897 9,287,163 

補助金等受入（その他一般財源等の列） Ｃ 2,695,827 2,729,376 

行政コスト対税収等比率       A/(B+C) 99.4％ 100.1％ 

＊ 純経常行政コスト」は行政コスト計算書､「一般財源」・「補助金等受入」           

は純資産変動計算書の数値 

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２平成２平成２平成２２年度２年度２年度２年度    

経常行政コスト          Ａ 12,388,932 12,429,015 

公共資産合計          Ｂ 94,652,591 95,153,833 

行政コスト対公共資産比率 A/B 13.1％ 13.1％ 

公 共 資 産 

経常行政コスト 
×100 ＝ 行政コスト対公共資産比率（％） 

純 経 常 行 政 コ ス ト 

 
一般財源＋補助金等受入（その他一般財源等の列） 

×100 ＝ 行政コスト対税収等比率（％） 
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７．市民一人当たりの貸借対照表 
 

通常の貸借対照表では､市町村の人口規模等により単純な他団体比較は困難ですが､

貸借対照表の各項目の数値を市民一人当たりで算出することにより､他団体との単純比 

較が可能となります。 

 

 

平成２３年度貸借対照表（市民一人当たり） 

（平成２４年３月３１日現在） 

区 分      

(資産) 

残 高    

(千円) 

一人当たり

残高（円) 

区  分          

(負債･純資産) 

残 高    

(千円) 

一人当たり

 残高(円) 

［ 資 産 の 部 ］ ［ 負 債 の 部 ］ 

１．公共資産 94,652,591 3,427,951 １．固定負債 21,079,667 763,424  

(1)有形固定資産 94,304,478 3,415,344 (1)地方債 18,422,785 667,202  

(2)売却可能資産 348,113 12,607 (2)長期未払金 0 0  

   (3)退職手当引当金 2,656,882 96,222  

2.投資等 3,259,538 118,048 (4)損失補償引当金 0 0  

(1)投資及び出資金 146,773 5,316 2.流動負債 1,526,335 55,278  

(2)貸付金 72,008 2,608 (1)翌年度償還地方債 1,396,939 50,592  

(3)基金等 2,960,451 107,216 (2)未払金 0 0  

(4)長期延滞債権 180,331 6,531 (3)賞与引当金 129,396 4,686  

(5)回収不能見込額 △100,025 △3,623 負 債 合 計 22,606,002 818,702  

   ［ 純 資 産 の 部 ］ 

3.流動資産 2,264,514 82,012 1.公共資産等整備国県補助金等 11,960,691 433,170  

(1)現金預金 2,245,447 81,321 2.公共資産等整備一般財源等 36,939,830 1,337,818  

(うち歳計現金) 362,166 13,116 3.その他一般財源等 △6,203,993 △224,685  

(2)未収金 19,067 691 4.資産評価差額 34,874,113 1,263,006  

   純 資 産 合 計 77,570,641 2,809,309  

資 産 合 計 100,176,643 3,628,011 負債・純資産合計 100,176,643 3,628,011  

＊ 平成２４年３月３１日現在の人口２７，６１２人で算出 
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８．市民一人当たりの行政コスト計算書 

 
市民一人当たりにどれだけの行政サービスが提供されたかを表します。 

 

平成２３年度 行政コスト計算書 （市民一人当たり） 

(自 平成２３年４月１日  至 平成２４年３月３１目現在) 

区      分 
残 高                

（千円） 

一人当たり       

コスト（円） 

経  常  費  用 12,388,932 448,679 

人
に
か
か
る
コ
ス
ト 

人件費 2,002,170  72,511 

退職手当引当金繰入等 146,805  5,317 

賞与引当金繰入額 129,396  4,686 

小  計 2,278,371  82,514 

物
に
か
か
る
コ
ス
ト 

物件費 2,347,068  85,002 

維持補修費 80,398  2,912 

減価償却費 2,491,003  90,214 

小  計 4,918,469  178,128 

移
転
支
出
的
な
コ
ス
ト 

社会保障費 2,211,361  80,087 

補助費等 854,855  30,959 

他会計への支出額 1,592,350  57,669 

他団体への公共資産整備補助金等 190,438  6,897 

小  計 4,849,004  175,612 

そ
の
他

の
コ
ス
ト 

支払利息 322,786  11,690 

回収不能見込計上額 20,302  735 

その他行政コスト 0  0 

小  計 343,088  12,425 

経  常  収  益 393,898  14,265 

純 経 常 行 政 コ ス ト          

(経常費用－経常収益) 
11,995,034 434,414 

＊ 平成２４年３月３１日現在の人口２７，６１２人で算出 

      



９．地方債の償還可能年数 
 

自治体の抱えている地方債残高を経常的に確保できる資金で返済した場合に、何年で

返済できるかを表す指標で､借金の多寡や返済能力を測る指標です。 

 地方債の償還可能年数の平均的な値は 3～9 年と言われています。 

計算式は､次のとおりです。 

  

＊地方債償還可能年数の計算式 

 

 
 

 

（単位：千円） 

＊ 「地方債残高」は貸借対照表､ 「経常的収支］は資金収支計算書の数値 

 

 

※ 第４章第４章第４章第４章    財務書類の分析（普通会計ベース）」については､次の文献を参考にしました。財務書類の分析（普通会計ベース）」については､次の文献を参考にしました。財務書類の分析（普通会計ベース）」については､次の文献を参考にしました。財務書類の分析（普通会計ベース）」については､次の文献を参考にしました。    

森田祐司監修森田祐司監修森田祐司監修森田祐司監修    

監査法人トーマツ編集『新地方公会計制度の徹底解説』監査法人トーマツ編集『新地方公会計制度の徹底解説』監査法人トーマツ編集『新地方公会計制度の徹底解説』監査法人トーマツ編集『新地方公会計制度の徹底解説』    （株式会社ぎょうせい）（株式会社ぎょうせい）（株式会社ぎょうせい）（株式会社ぎょうせい）    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行◆秋田県にかほ市財政課 

           

区区区区                    分分分分    平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度    

地方債残高                       Ａ 19,819,724 20,096,395 

経常的収支（地方債発行額及び基金取崩額を除く）  Ｂ 3,059,582 3,125,146 

地方債の償還可能年数               A/B 6.48 年 6.43 年 

地 方 債 残 高 

経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く） 
×100 ＝ 地方債の償還可能年数（年） 
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